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■
８
月
か
ら
被
保
険
者
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

　

現
在
使
用
中
の
被
保
険
者
証
（
う
す
緑
）
の
有
効
期

限
は
、
令
和
6
年
７
月
31
日
で
す
。

　

８
月
１
日
か
ら
使
用
で
き
る
新
し
い
被
保
険
者
証
を

７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。
新
し
い
被
保
険
者
証
は
、

水
色
で
、
有
効
期
限
は
令
和
7
年
7
月
31
日
で
す
。

　

8
月
1
日
以
降
に
受
診
す
る
際
は
、
新
し
い
被
保
険

者
証
を
医
療
機
関
の
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

※
７
月
31
日
ま
で
に
新
し
い
被
保
険
者
証
が
届
か
な

　
　

い
場
合
は
、
お
問
合
せ
く
だ
さ
い

　

※
保
険
料
の
滞
納
が
あ
る
場
合
は
、
通
常
よ
り
短
い

　
　

有
効
期
限
の
被
保
険
者
証
を
窓
口
で
お
受
け
取
り

　
　

い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す

■
被
保
険
者
証
の
自
己
負
担
割
合
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

　

毎
年
、
前
年
中
の
所
得
を
も
と
に
、
８
月
か
ら
翌
年

７
月
ま
で
の
1
年
間
の
自
己
負
担
割
合
の
判
定
を
行
い

ま
す
。
判
定
基
準
は
左
表
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
３
割
負
担
と
判
定
さ
れ
た
場
合
で
も
、
要
件
に
よ
り
申
請
す
る

　

こ
と
で
自
己
負
担
額
が
１
割
ま
た
は
2
割
と
な
る
場
合
が
あ
り

　

ま
す
（
対
象
者
に
は
通
知
を
送
付
し
ま
す
）

後
期
高
齢
者
被
保
険
者
証
が

新
し
く
な
り
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

お知らせ問 

保
険
環
境
課 
医
療
介
護
保
険
係 

☎
６
５
・
１
０
９
７

負担割合 判定基準

３割負担
同一世帯の被保険者の中に町民税の
課税所得額が145万円以上の方が
いる

2割負担

同一世帯の被保険者の中に町民税の
課税所得が28万円以上の方がいて、
①、②のどちらかに該当する
①単身世帯で「年金収入 + その他の
　合計所得金額」の合計が200万円
　以上
②複数世帯で被保険者全員の「年金
　収入 + その他の合計所得金額」の
　合計が320万円以上

１割負担 上記以外の被保険者

■後期高齢者医療制度自己負担割合

旧 保険証
有効期限

7 月 31 日まで

新 保険証
有効期限

8 月 1 日から

■
限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
（
※
）
が
8
月
に
更
新

　

と
な
り
ま
す

　

現
在
使
用
中
の
限
度
額
適
用
認
定
証
（
オ
レ
ン
ジ
色
）

や
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
（
白
色
）

の
有
効
期
限
は
、
令
和
6
年
７
月
31
日
で
す
。

　

こ
の
認
定
証
を
す
で
に
お
持
ち
の
方
で
、
令
和
6
年

度
も
同
じ
よ
う
に
認
定
証
を
発
行
で
き
る
条
件
の
方
に

は
、
８
月
１
日
か
ら
使
用
で
き
る
新
し
い
認
定
証
を
被

保
険
者
証
と
は
別
に
７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

【
限
度
額
適
用(

・
標
準
負
担
額
減
額)

認
定
証
と
は
】

医
療
機
関
に
提
示
す
る
と
医
療
費
が
自
己
負
担
限
度

額
ま
で
と
な
り
、
非
課
税
世
帯
の
方
は
入
院
時
の
食

費
・
居
住
費
の
負
担
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

【
交
付
の
対
象
】〈
限
度
額
適
用
認
定
証
（
オ
レ
ン
ジ
色
）〉

…
保
険
証
記
載
の
負
担
割
合
が
3
割
で
同
一
世
帯
の

被
保
険
者
の
課
税
所
得
が
一
定
額
未
満
の
方
。

　
〈
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
減
額
認
定
証
（
白
色
）〉

…
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の
方
。

【
申
請
】
新
た
に
認
定
証
の
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、

左
記
必
要
書
類
を
持
参
の
う
え
、
桂
川
町
役
場
で
申

請
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

〇
被
保
険
者
証
な
ど
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類

　

〇
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
が
確
認
で
き
る
書
類

　

〇
領
収
書
な
ど
入
院
日
数
が
確
認
で
き
る
も
の

問 

健
康
福
祉
課 

高
齢
者
・
女
性
係 

☎
６
５
・
０
０
０
１

第
45
回 

桂
川
町
社
会
を

明
る
く
す
る
運
動
大
会

【
日
時
】 

7
月
24
日
㈬　

13
時
～
15
時
40
分

【
場
所
】 

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
ひ
ま
わ
り
の
里
」

【
講
演
】
飯
塚
警
察
署
管
内
の
ニ
セ
電
話
詐
欺
の
発
生

　
　
　

 

状
況
と
対
策
に
つ
い
て

　
（
講
師
） 

飯
塚
警
察
署 

生
活
安
全
課 

課
長

　
　
　
　

 

甲
斐　

康
裕 

氏

　
　
　
　
　

※
手
話
通
訳
あ
り

立
ち
直
り
を
支
え
る
地
域
の
チ
カ
ラ

お知らせ

7 頁7 頁 令和 6 年 . 広報けいせん 7 月 令和 6 年 . 広報けいせん 7 月 


